
防災ラジオで 

避難情報を 

聞き逃さない！ 

和歌山市防災ラジオ貸与事業のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

和歌山市では、市からの防災情報を屋内にいる方が迅速に受信できるように、防災ラジオを 

無償貸与します。 

 

申 込 み 条 件 

次のいずれかに該当する和歌山市住民基本台帳に記録されている世帯 

・６５歳以上の方だけの世帯 

・介護保険の要介護認定が要介護３～要介護５と認定されている方がおられる世帯 

・１級又は２級の身体障害者手帳の交付を受けている方がおられる世帯 

・Ａ１又はＡ２の療育手帳の交付を受けている方がおられる世帯 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がおられる世帯 

・特定医療費（指定難病）受給者証の交付を受けている方がおられる世帯 

・小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方がおられる世帯 

 

貸 与 台 数             申 込 み 期 間 

  

  

 

 

申 込 み 方 法 等 

申込書を地域安全課へご提出ください（各支所・連絡所・サービスセンターから転送可） 

申込書の様式は、地域安全課及び各支所・連絡所・サービスセンターで配布しています 

和歌山市ホームページからオンライン申込みもできます（左下ＱＲコード） 

※ただし、エフエム和歌山放送（８７.７MHｚ）の受信状況によっては貸与できない場合があります 

※防災ラジオの受取りは地域安全課のみです 

各支所・連絡所・サービスセンターではできません 

 
 

       問い合わせ・申込み先 和歌山市 地域安全課 ８:３０～１７：１５ 

 〒６４０－８１５７ 和歌山市八番丁１２番地（消防局庁舎５階） 

 電話 ０７３－４３５－１００５ FAX ０７３－４３５－１２７８ 

 

防災ラジオとは？ 
 
防災行政無線から防災情報が 

放送されたときに、自動的に起動し、 

放送を聞くことができるラジオです 

令和８年 ４月 １日（水）から 

令和８年１２月２５日（金）まで 

※予定件数に達した場合は、募集を締め切ります 

 ８００台 

 先着順で貸与者を決定し、順次貸与します 

 ※貸与は１世帯に１台のみ 

 


